
文 書 事 務 の ５ Ｓ 運 動 
 

公文書は県民共有の財産です。 

公文書管理の目的を正しく理解し、適正な管理と事務の効率化に努めましょう。 

５つのＳを実行し、目指せ、県庁スマートジョブ！ 

処分 Scrap 
捨ててスペース確保 

整頓   

きちんと並べて保存する 

□ 捨てる前に再確認 

□ 期限が来たら処分 

習慣 Systematic 
み ん な で 続 け る 

整理 Select 
しっかり分ける 

□ はじめに結論 

□ Ａ４判１枚 

□ 標準様式を活用 

□ 判断根拠を明確に 

・公文書は、県の意思決定や活動を記録した県民共有の 

財産であり、県民への説明責任を全うするとともに、 

県民参加による公正で効率的な県政運営に寄与するもの 

・職員が職務上作成した文書（電子データ

を含む）で、組織的に用いるものとして

県が保有しているもの 

 

公文書管理の目的 公文書とは 

※５Ｓとは、民間企業での職場改善のスローガン（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）

を文書事務に置き換えたものです。 

紙文書だけではなく、マロニエ 21 ネット上の電子データの管理にも適用できます。 

Stock 
Sort 

□ ファイル基準表で体系的に収納・保存 

□ 職場内で重複保存はしない 

□ 個人資料は分けて保存   

□ 保存の要否と期間を判断 

□ 必要な書類は整頓へ 

□ 不要な書類は処分へ 
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最適 Simple 
分かりやすく作る 

資料３ 


